
2021年８月現在

主な法令改正事項 中災防の提供するサービス サービス提供部所

作業主任者テキストの発行 ・出版事業部

作業主任者能力向上教育の講師養成

（＝インストラクターコースの実施）

・東京安全衛生教育センター

・大阪安全衛生教育センター

溶接ヒュームの濃度測定 ・安全衛生サービスセンター（北海道、

　東北、関東、中部、中国四国、九州）

・大阪労働衛生総合センター

溶接ヒューム中のマンガンの分析

（他の測定機関等からの依頼への対応）

・労働衛生調査分析センター

全体換気の風量の増加等 風量等に関するアドバイス ・安全衛生サービスセンター（北海道、

　東北、関東、中部、中国四国、九州）

・大阪労働衛生総合センター

有効な呼吸用保護具（マスク）の

選択・使用

マスク選択に関するアドバイス ・安全衛生サービスセンター（北海道、

　東北、関東、中部、中国四国、九州）

・大阪労働衛生総合センター

フィットテストの実施 ・大阪労働衛生総合センター等

マスクフィットテスト実施者養成研修

の実施

・労働衛生調査分析センター

・大阪労働衛生総合センター

・北海道安全衛生サービスセンター

特殊健康診断の実施 尿中・血中のマンガンの分析

（健診機関等からの依頼への対応）

・労働衛生調査分析センター

・大阪労働衛生総合センター

改正事項全般

講師派遣、

安全衛生診断

図書・用品

・技術支援部

・安全衛生サービスセンター（北海道、

　東北、関東、中部、近畿、中国四国、

　九州）

・労働衛生調査分析センター

・大阪労働衛生総合センター

・出版事業部

中小企業支援

★今回の法改正に関する相談（特定化学

物質障害予防規則、粉じん障害防止規

則、じん肺法に関する相談　等）

・中小規模事業場安全衛生相談窓口

　TEL：03-3452-6296

　e-mail：jisha-soudan@jisha.or.jp

 　ほか、以下の相談窓口

・安全衛生サービスセンター（北海道、

　東北、中部、中国四国、九州）

・労働衛生調査分析センター

・大阪労働衛生総合センター

★各部・地区センターの所在地、連絡先はこちら

https://www.jisha.or.jp/about/access/index.html

溶接ヒュームに関する主な法令改正事項と中災防におけるサービス
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溶接ヒュームの濃度測定

フィットテストの実施

特定化学物質作業主任者の選任


